
１　懲戒処分者の状況

(単位：人)

R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

4 1 5 10 34 30 35 35 78 76 259 214

13 0 26 6 52 11 64 17 155 34 808 541

4 4 7 4 2 7 4 2 17 17 11 14

4 6 1 0 0 0 0 0 5 6 0 0

0 2 1 2 0 0 0 1 1 5 2 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 9 4 12 12 21 16 252 245

25 13 40 22 97 52 115 67 277 154 1,335 1,025

　２　「訓告等」とは、訓告のほか、厳重注意、説諭など、実質的に制裁を伴わない矯正措置をいう。

２　分限処分者の状況

(単位：人)

R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

2 0 1 0 0 0 0 0 3 0

1 0 1 2 1,228 1,339 0 0 1,230 1,341

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 2 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 3 1,229 1,341 0 0 1,235 1,344

　　　令和５年地方公務員制度実態調査に基づき、道内の市町村(札幌市を除く)及び一部事務組合等の

　　　職員に係る懲戒処分等の状況をまとめました。

　　　【R4】令和４年４月１日から令和５年３月31日までの期間の状況

　　　【R3】令和３年４月１日から令和４年３月31日までの期間の状況

給与・任用関係

合計

条例で定める事由による場合

刑事事件に関し起訴された場合

免職

※１　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を

　　　維持することを目的とする処分をいう。

※　分限処分とは、職員の身分保障を前提としつつ、職責を十分に果たすことができない場合に、職員の意に

　　反する不利益な身分上の変動をもたらす処分をいう。

一般服務違反等関係

交通事故・交通法規違反

公務外非行関係

合計

処分の種類

勤務実績がよくない場合

区分

収賄等関係

職制等の改廃により過員等を生じた場合

職に必要な適格性を欠く場合

戒告

心身の故障の場合

違法な職員組合活動

監督責任

免職 降任

停職 減給 訓告等合計

合計降給休職

道内の地方公務員の懲戒処分等の状況



３　刑事処分者の状況

(単位：人)

R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4

0 0 0 0 18 19 6 0 24 19

0 0 0 0 1 3 0 0 1 3

0 0 0 0 19 22 6 0 25 22

４　汚職事件等について
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※　「その他」は、収賄、横領、傷害等をいう。

5

合計

その他

交通事案による場合

処分の種類

合計科料罰金


